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東北厚生局の業務概要
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【総務課】

１　行政文書開示請求業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

437 590 601 561 344

430 584 583 545 320

２　保有個人情報開示請求業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

3 0 0 0 0

3 0 0 0 0

３　国家試験業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

573 586 631 705 750

556 574 606 670 721

516 525 576 630 683

92.8 91.5 95.0 94.0 94.7

歯科医師国家試験

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

275 284 280 265 240

203 220 212 194 181

154 153 108 105 106

75.9 69.5 50.9 54.1 58.6

保健師国家試験

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

1,036 1,198 1,193 1,228 798

1,023 1,181 1,174 1,216 793

923 1,153 1,082 1,213 713

90.2 97.6 92.2 99.8 89.9

　国の行政機関が保有する情報の公開（開示）請求手続きを定めた「行政機関の保有する情報の公開に関す
る法律」（情報公開法）に基づき、開示請求に係る業務を行っています。

　行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めた「行政機関が保有する個人情報の保護に
関する法律」（行政機関個人情報保護法）に基づき、開示請求に係る業務を行っています。

受験願書の受付、受験票の交付、試験の実施、合格発表に関する業務を行っており、平成26年度において
は、６種の国家試験を実施しました。
なお、診療放射線技師国家試験、臨床検査技師国家試験、理学療法士国家試験、作業療法士国家試験、管

理栄養士国家試験については平成23年度実施分より市場化テストの対象事業となったため、東北厚生局では
実施していません。

出願者数（名）

受験者数（名）

合格者数（名）

合格率（％）

出願者数（名）

受験者数（名）

合格者数（名）

合格率（％）

合格率（％）

出願者数（名）

受験者数（名）

合格者数（名）

医師国家試験

開示請求件数

開示件数

開示請求件数

開示件数　
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助産師国家試験

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

163 169 147 142 158

162 169 144 141 156

153 168 142 131 155

94.4 99.4 98.6 92.9 99.3

看護師国家試験

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

3,812 4,114 4,257 4,290 4,271

3,786 4,070 4,263 4,257 4,139

3,358 3,573 3,767 3,806 3,742

88.7 87.8 88.4 89.4 90.4

薬剤師国家試験

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

679 959 1,005 1,168 1,262

600 811 805 974 1,088

543 653 487 578 823

90.5 80.5 60.5 59.3 75.6

４　国有財産（年金特別会計）の管理、営繕、売却

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

38 38 21 21 14

売却 0 4 7 7 2

解体撤去 0 2 0 0 0

有償貸付 4 4 2 2 2

無償貸付 1 1 1 1 1

※有償貸付は電柱又は支線設置に係る貸付。無償貸付は市道としての貸付

貸付件数※

　社会保険庁廃止に伴い、それまで社会保険庁が所管していた年金特別会計所属の国有財産のうち、日本年
金機構へ出資しなかった38件の国有財産について、国有財産法第８条及び国有財産施行令第４条に基づき、
平成22年１月１日より財産を適切に維持管理し、売却へ向けた手続きを行うことになりました。

管理完了件
数
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【企画調整課】

１　「国民の皆様の声」の集計業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

報告件数 23 12 9 13 5

２　東北地方社会保険医療協議会

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

3 5 3 3 4

保険医療機関
（医科）関係

6 7 0 0 0

保険医療機関
（歯科）関係

4 5 5 3 5

保険薬局関係 1 3 0 2 0

３　部会における審議件数

（単位：件）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規指定 241 225 210 194 191

指定更新 1,735 997 411 373 721

新規指定 120 122 121 116 119

指定更新 1,185 723 238 209 494

新規指定 250 230 243 223 264

指定更新 891 648 376 368 527

新規指定 611 577 574 533 574

指定更新 3,811 2,368 1,025 950 1,742

　東北地方社会保険医療協議会は、社会保険医療協議会法第１条第２項に基づき東北厚生局に設置された機関であ
り、主に保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて
審議しています。

　東北厚生局に寄せられた「国民の皆様の声」については、案件ごとに集計し、厚生労働省の担当部局に毎月報告し
ています。

　社会保険医療協議会令第１条第１項の規定に基づき、東北厚生局では各県ごとに部会を置いているところであり、
毎月１回の開催において、保険医療機関及び保険薬局の指定について審議を行っています。

保険薬局

合計

開催回数

取消又は取消相当等
の個別審議案件数
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保険医療機関

（医科） 指定更新

保険医療機関

（歯科） 新規指定

保険医療機関

（歯科） 指定更新

保険薬局 新規指定

保険薬局 指定更新

合計 新規指定
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【年金管理課】

１　日本年金機構が行う滞納処分等の認可

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

申請回数 212 224 209 179 167

認可回数 212 224 209 179 167

申請回数 102 90 93 109 79

認可回数 102 90 93 109 79

申請回数 314 314 302 288 246

認可回数 314 314 302 288 246

２　日本年金機構の徴収職員・収納職員の認可

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

申請回数 12 7 8 6 8

認可回数 12 7 8 6 8

申請回数 12 7 8 6 8

認可回数 12 7 8 6 8

３　日本年金機構が行う立入検査等の実施及び受給権者等調査に係る認可

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

申請回数 15 22 29 33 37

認可回数 15 22 29 33 37

申請回数 7 2 0 1 5

認可回数 7 2 0 1 5

４　社会保険労務士に関する業務

（単位：件）

区 　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

処分報告 3 件 0件 0件 0件 0件

立入検査等

受給権者等に関
す る 調 査 等

　厚生労働大臣が所掌する社会保険労務士法に関する業務のうち、社会保険諸法令に関するものは地方厚生局長に委任されており、東北
厚生局においては、社会保険労務士会から会員に対して行った処分報告を受理しています。

徴収職員

収納職員

区   分

　日本年金機構が立入検査等を行うに当たっては、事前に厚生労働大臣の認可（地方厚生局長へ権限が委任）を受けなければならないと
規定されており、東北厚生局では、日本年金機構東北ブロック本部から提出される立入検査等の実施の認可申請について、認可要領に基
づき認可しています。

　日本年金機構が行う滞納処分については機構の「徴収職員」が行うこととされ、また、収納事務については機構の「収納職員」が行う
ことと規定されており、東北厚生局では、日本年金機構東北ブロック本部から提出される認可申請について、認可要領に基づき認可して
います。

厚生年金保険

国 民 年 金

計

区   分

　日本年金機構が滞納処分を行うに当たっては、事前に厚生労働大臣の認可（地方厚生局長へ権限が委任）を受けなければならないと規
定されており、東北厚生局では、日本年金機構本部または各年金事務所から提出される滞納処分等の認可申請について、認可要領に基づ
き認可しています。

区   分
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５　年金委員に関する業務

・東北管内の年金委員数 （年度末現在委員数）

区　 分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

職  域  型 12,100 人 11,987 人 11,893 人 11,744 人 11,815 人

地  域  型 964 人 784 人 834 人 842 人 689 人

計 13,064 人 12,771 人 12,727 人 12,586 人 12,504 人

６　国民年金事務費交付金に関する業務

①　法定受託事務（基礎年金・福祉年金・特別障害給付金）

区　分 平成23年度交付額 平成24年度交付額 平成25年度交付額 平成26年度交付額 平成27年度交付額

市町村数 227 227 227 227 227

概算交付額 10億9,556万円 9億2,490万円 11億2,766万円 10億8,520万円 11億5,584万円

交付決定額 17億5,344万円 18億3,876万円 16億7,638万円 17億9,663万円 17億4,224万円

精算交付額 6億5,788万円 9億1,385万円 5億4,871万円 7億1,143万円 5億8,639万円

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値である。

②　協力・連携事務

区　分 平成23年度交付額 平成24年度交付額 平成25年度交付額 平成26年度交付額 平成27年度交付額

市町村数 227 227 227 227 227

概算交付額 5,991万円 5,749万円 1億2,455万円 1億3,482万円 1億4,818万円

交付決定額 2億1,273万円 1億7,827万円 1億9,562万円 2億7,174万円 2億6,488万円

精算交付額 1億5,282万円 1億2,077万円 7,106万円 1億3,692万円 1億1,669万円

（注）金額は一万円未満を切り捨てた数値である。

７　学生納付特例事務法人制度に関する業務

・指定状況 （年度末現在数）

区　分 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

教育施設数 10 施設 11 施設 10 施設 10 施設 11 施設

法　人　数 16 法人 19 法人 21 法人 25 法人 26 法人

学　校　数 30 校 34 校 38 校 35 校 36 校

　学生納付特例事務法人制度は、大学や専門学校等が学生・生徒である国民年金第１号被保険者の委託を受けて、保険料の学生納付特例
申請に関する事務を代行できるようにするもので、地方厚生局では、学生納付特例事務法人の指定等のほか、不適切な事務処理があった
場合の改善命令や法人指定の取消等の業務を行います。

　年金委員は日本年金機構法第30条に基づき、厚生年金保険の適用事業所の事業主の推薦（以下、「職域型」という。）または市町村長
等の推薦（以下、「地域型」という。）を受けて、厚生労働大臣が委嘱します。
　地方厚生局は、年金委員の委嘱等に関する手続、委員名簿の管理や日本年金機構ブロック本部への指示・伝達等の業務を行います。

　基礎年金や福祉年金、特別障害給付金等に係る事務の一部は、市町村が法律によって義務付けられている事務（以下、「法定受託事
務」という。）と、義務はないものの公的年金制度の円滑な実施のために協力して実施する事務（以下、「協力・連携事務」という。）
の２つに分けられ、国民年金事務費交付金は、これらの事務に要した費用を市町村へ交付するもので、市町村から、地方厚生局を経由し
て厚生労働大臣に交付申請することとされています。
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【年金審査課】

平成27年度

受付件数 　（33）415

決定件数 366

繰越件数 49

（　　）内は、総務省からの切替件数分再掲

①部会開催回数

平成27年度

第１部会 17

第２部会 15

第３部会 17

第４部会 9

合　　計 58

②部会審議件数

平成27年度

第１部会 49

第２部会 38

第３部会 40

第４部会 21

合　　計 148

２　部会開催回数及び部会審議件数
　　　東北地方年金記録訂正審議会運営規則第２条に基づき招集された４つの部会で年金記録の訂正の可否を審議
　　し、東北地方年金記録訂正審議会会長名で東北厚生局長に答申を行っています。

１　年金記録の訂正請求件数
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健康福祉課 

 

１ 感染症法に基づく病原体等の管理 

管内の三種病原体等の保持者からの所持等の届出の受付業務及び三種病原体等所持施設等

への立入検査により基準の遵守の確認を行っています。 

 

 

２ 児童扶養手当の支給事務に関する都道府県及び市町村の指導（技術的助言）に関する業務 

都道府県及び市町村に対し、児童扶養手当制度の円滑な実施を図ることを目的に、児童扶養

手当支給事務に関する指導（技術的助言）を行っています。 

 

 

 

３ 民生委員・児童委員の委・解嘱及び表彰業務 

管内の民生委員・児童委員の委嘱及び解嘱、主任児童委員の指名並びに表彰及び感謝状授与

の決定などの業務を行っています。 

（単位:名） 

 

（単位：団体） 

 

 

４ 生活保護の医療扶助の適正実施に関する指導監査業務 

生活保護の医療扶助の適正実施に関する指導監査は、①自立支援医療の適用状況に関するこ

と、②向精神薬重複処方の改善状況に関すること、③指定医療機関に対する指導等の実施状況

に関することを中心に実施しています。平成27年度は東北管内６県、１政令指定都市及び５中

核市に対し指導監査を行い、必要な技術的助言を行いました。 

 

 

４－２ 生活保護法指定医療機関に対する指導業務 

生活保護法に規定する指定医療機関に対し、国（地方厚生局）と地方自治体による共同指導を実

施しています。平成 27年度は岩手県と共同で１指定医療機関に対する指導を実施しました。 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

指導自治体数 0 6 8 12 11 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

民生委員児童委員委嘱 451  463  20,507  435  419  

民生委員児童委員解嘱 470  457  272  334  413  

主任児童委員指名 2  0  2,069  43  52  

主任児童委員指名解除 1  2  23  41  33  

感謝状の授与 161  189  5,074  125  165  

厚生労働大臣表彰 28  30  33  31  29  

厚生労働大臣特別表彰 10  21  611  13  20  

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

厚生労働大臣表彰 団体 4  5  5  4  5  
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５ 県等が設置する保護施設の指導監査関係及び県等が行う生活保護法による保護施設の指導監

査に対する技術的助言 

都道府県、指定都市又は中核市が設置した保護施設の適正な施設運営の確保に資することを

目的として、関係法令、通知に照らして施設運営が適正に行われているかを確認し、併せて運

営全般について指導を行っています。 

（単位：施設） 

 

 

６ 生活保護法に基づく指定医療機関・指定介護機関（国の開設するものに限る）の指定、監督業務 

管内に所在する生活保護法に基づく指定医療機関・指定介護機関（国の開設したものに限る）

の指定、指定の取消、変更届出等の受理事務に関する業務を行っています。 

（単位：件） 

 

 

７ 各種養成施設の指定及び監督等に関する業務  

管内の養成施設等について、申請に基づく指定の事務、変更の承認等の事務を行うとともに、

指定基準に係る関係法令等の遵守状況を実地に確認する指導調査をはじめ、養成施設等に対す

る監督等の業務を行っています。 

なお、（４）指定保育士養成施設に関する指定及び監督に関する業務については、地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（第４次

一括法）の施行に伴い、平成28年３月31日より都道府県に権限が移譲され、都道府県が行うこ

ととなりました。 

 

 

（１）あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師養成施設 

                                    （単位：件） 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

新規認定 0 0 0 0 0 

変更承認 2 1 2 4 0 

届出受理 2 2 2 1 0 

認定取消 0 0 1 0 0 

実地調査 0 1 0 0 0 

 

 

 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

保護施設に対する指導監

査 

0 0 1 0 1 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

指定申請 0 0 0 16 13 

指定更新    0 2 

変更、廃止等届出の受理 0 0 2 7 2 

辞退の申出の受理 0 0 0 0 0 

指定の取消 0 0 0 0 0 
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（２）栄養士養成施設 

 （単位：件） 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

新規指定 0 1 1 2 0 

変更承認 6 2 3 3 3 

届出受理 3 1 3 1 0 

指定取消 0 0 0 0 1 

実地調査 1 1 6 2 1 

 

（３）管理栄養士養成施設 

                  （単位：件） 

 平成 23 年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

新規指定 0 0 1 1 0 

変更承認 1 0 2 3 1 

届出受理 2 1 1 1 2 

指定取消 0 0 0 0 0 

実地調査 0 1 1 1 1 

 

（４）指定保育士養成施設 

                                    （単位：件） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27 年度 

新規指定 1 2 1 2 0 

変更承認 6 6 9 13 10 

変更届出 3 13 7 9 7 

指定取消 0 2 1 0 0 

実地調査 3 4 3 2 4 

 

（５）社会福祉士養成施設等 

（単位：件） 

 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27 年度 

新規指定 0 1 1 1 0 

変更承認 0 0 0 0 0 

変更届出 0 0 2 4 0 

指定取消 0 0 0 0 0 

実地調査 0 0 0 0 0 
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（６）介護福祉士養成施設等 

（介護福祉士養成施設等）福祉系高等学校等含む              （単位：件） 

 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27年度 

新規指定 1 2 1 2 0 

変更承認 2 1 2 4 3 

変更届出 44 63 48 76 40 

指定取消 2 1 4 2 1 

実地調査 7 4 4 2 4 

 

（実務者研修）                             （単位：件） 

 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27年度 

新規指定    5 10 16 0 

変更承認    0 2 2 0 

変更届出    1 1 18 0 

   

  

８ 社会福祉に関する科目を定める省令第４条に規定する実習演習科目の確認に関する事務 

平成 21 年４月１日施行の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、社会福祉に関する科

目又は基礎科目を修了し、社会福祉士又は介護福祉士の試験を受験しようとする者について、

当該受験者の利便性に配慮し、その修了した科目が基準を満たしているかどうかを個別に審査

する手続きを省略できるよう、実習演目科目について、文部科学大臣及び厚生労働大臣による

事前の確認を受けることができるようになっています。 

実習演習科目の確認を受けようとする者は、文部科学省及び厚生労働大臣に申請をすること

になっており、東北厚生局では、当該実習科目の確認を行っています。 

                                       （単位：件） 
 平成 23年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27年度 

実習演習科目の確認 1 0 0 0 2 

変更届 25 31 40 38 30 

確認の取消 1 0 1 0 0 

 

 

９ 各種講習会に関する事務 

東北厚生局では、管内の社会福祉士及び介護福祉士養成施設等から届け出される各種講習会

の実施届書、変更届書、実施報告書等の受理を行っています。 

 

（１）介護技術講習等に係る実施の届出等の受理 

管内の介護福祉士養成施設等から提出される介護技術講習会の実施届、変更届、実施報告

書及び修了者名簿等の受理を行っています。 

 

 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

① 変更届 2 2 1 0 0 

② 講習会実施届 

（翌年度実施分） 

23 21 23 22 24 
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（２）社会福祉士実習演習担当教員講習会等の実施届の受理 

講習会を実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

平成 27 年度は、社会福祉士実習指導者講習会実施届を５件受理しています。 

 

（３）実務者研修教員講習会の実施届等の受理 

    講習会を実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

    平成 27年度は、実務者研修教員講習会実施届を４件受理しています。 

 

（４）医療的ケア教員講習会の実施届等の受理 

    講習会を実施する者は、厚生労働大臣に届け出ることになっています。 

    平成 27年度は、医療的ケア教員講習会実施届を３件受理しています。 

 

（５）その他 

 実務者研修認定研修の実施届出書について受理し、その実施予定をホームページ上で公表

しています。 

 平成 27年度は、実務者研修認定研修実施届出書を１件受理しています。 
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10 各地方厚生局に委任された補助金の交付等に関する業務 

東北厚生局においては、次の補助金等について、交付決定等の執行業務を行っています。 

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

補助金等名 確定額 確定額 確定額 変更後交付決定額 変更後交付決定額 

結核医療費国庫負担金 95,581,304  104,297,813  127,344,163  105,007,520  136,021,951 

結核医療費国庫補助金 10,056,411  9,603,338  9,794,324  8,265,584  8,578,505  

原爆被爆者健康診断費交付金 7,099,942  6,622,080  6,069,498  7,463,570  7,147,967 

原爆被爆者手当交付金 215,373,026  201,981,121  191,270,085  186,454,935  173,682,443 

原爆被爆者葬祭料交付金 7,438,780  5,027,457  5,631,213  5,565,109  6,183,690 

児童扶養手当給付費国庫負担金 14,031,659,011  13,959,407,063  13,743,858,498  13,254,257,549  1,852,189,614 

児童入所施設措置費等国庫負担金

（児童保護費負担金） 
5,128,957,688  5,391,589,347  5,443,481,485  5,546,791,321 6,039,609,919 

児童入所施設措置費等国庫負担金

（児童保護医療費負担金） 
－ － － 121,829,743 128,473,238 

特別児童扶養手当事務取扱交付金 82,211,351  85,740,343  84,502,290  102,058,115  85,726,581 

特別障害者手当等給付費国庫負担金 3,211,140,655  3,162,772,547  3,124,342,619  3,118,783,177  3,144,742,530 

一時保護所保護費負担金 79,690,485  80,947,056  84,238,511  94,402,980  89,650,982 

婦人相談所運営費負担金 951,488  1,000,650  717,373  1,442,998  1,387,947 

婦人保護施設運営費補助金 90,657,196  91,564,604  96,040,472  101,489,983  102,470,977 

保健衛生施設等施設・設備整備費国

庫補助金 
103,838,000  157,681,000  337,597,000  1,028,706,000  212,947,000 

社会福祉施設等施設整備費国庫補助

金 
441,268,000  619,847,000  724,680,000 1,335,168,000  1,234,410,000 

地域介護・福祉空間整備等施設整備

交付金 
192,358,000  162,497,000  1,543,697,000  1,415,136,000  311,843,000 

地域介護・福祉空間整備推進交付金 74,031,000  67,678,000  400,092,000 683,084,000  47,114,000 

次世代育成支援対策施設整備交付金 - 182,557,000  340,492,000 107,154,000  277,291,000 

保育所等整備交付金 - - - - 2,375,855,000 

保健衛生施設等災害復旧費国庫補助

金 
1,904,719,000  131,935,000  3,177,000  379,183,000  0 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助

金 
3,151,132,000  5,133,668,000  6,223,502,000 2,973,903,000  2,006,151,000 

臨床研修費等補助金 1,255,000,000  1,125,288,000  1,052,097,000 955,262,000 898,690,000 
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11 補助金等により取得した財産の処分に関する事務 

厚生労働省所管一般会計補助金等のうち、社会福祉施設及び保健衛生施設等に係る財産処分

について、補助事業者等から提出される財産処分承認申請の内容を確認し、承認を行っていま

す。また、承認した財産処分が完了した際の報告書を受理しています。 
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【医事課】

１　医師の臨床研修に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

臨床研修病院（基幹型） 85 83 86 85 86

新規申請（件） 3 5 2 0 3

研修プログラム変更届（件） 34 32 38 41 39

臨床研修修了登録申請（件） 452 470 459 452 493

臨床研修指定病院実地調査（件） 10 10 16 20 18

２　歯科医師の臨床研修に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

臨床研修施設（単独型・管理
型）

16 16 16 16 18

新規申請（件） 6 9 8 4 9

研修プログラム変更届（件） 5 4 7 4 4

歯科医師臨床研修修了登録申
請（件）

148 169 143 166 118

臨床研修指定施設実地調査
（施設）

2 2 2 3 5

３　行政処分を受けた医師等に対する再教育に関する業務

個別研修修了者

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

医師 1 0 0 0 0

歯科医師 0 0 0 0 0

　臨床研修病院の指定申請等に係る業務を行っています。
また、東北管内の臨床研修病院における臨床研修の質的向上に向けた取組みを行っています。

　歯科医師臨床研修施設の指定申請等に係る業務を行っています。
また、東北管内の歯科医師臨床研修施設における臨床研修の質的向上に向けた取組みを行っています。

　行政処分を受けた医師又は歯科医師に対する再教育研修に関し、個別研修の事務手続きを行っています。

（単位：名）
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４　心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察等に関する業務

指定入院医療機関

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規指定 0 0 0 1 0

廃止・辞退の受理 0 0 0 0 0

指定の取消 0 0 0 0 0

入院医療機関の選定 15 26 17 28 15

指定通院医療機関

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規指定 7 8 9 13 20

廃止・辞退の受理 4 9 2 17 3

指定の取消 0 0 0 0 0

通院医療機関の選定 17 18 16 16 17

５　薬事監視等業務

医薬品製造業の許可関係業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

許可申請 0 0 0 0 0

許可更新申請 1 2 0 0 0

管理者承認 1 0 0 0 1

変更届 11 13 6 4 6

廃止届 1 2 0 0 0

毒物・劇物の製造業及び輸入業の登録業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規・更新登録申請等 13 16 12 13 21

変更届等 32 33 38 43 33

　医療観察法に基づく、指定入院医療機関・指定通院医療機関の指定、入院医療機関・通院医療機関の選定及
び移送等を行っています。

　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する医薬品（生物学的製造等）
の製造業の許可等に関する業務並びに毒物及び劇物取締法に規定する毒物・劇物の製造業及び輸入業の登録等
に関する業務を行っています。

（単位：件）

（単位：件）

（単位：件）

（単位：件）
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６　再生医療等安全性確保法に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

再生医療等提供計画の受付 0 156

再生医療等委員会の認定 0 4

細胞培養加工施設の
許可申請・届出

2 110

７　看護師の特定行為研修に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規申請(件) 3

変更届（件） 0

変更申請（件） 0

実地調査（件） 4

特定行為研修修了者（人） 3

　保健師助産師看護師法 第37条の２に基づく、看護師の特定行為研修の指定研修機関の指定申請等に関する
業務を行っています。

（単位：件）

　再生医療等安全性確保法に規定する再生医療等を提供する機関の提供計画の受付（第二種、第三種）、再生
医療等委員会の認定（第三種）及び細胞培養加工施設を設置する機関の許可及び届出に関する業務を行ってい
ます。
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【食品衛生課】

１　食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程の承認・立入調査業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

新規申請 0件 2件 0件 0件 0件

一部承認変更申請 1件 2件 1件 1件 2件

承認更新申請 19件 4件 16件 18件 5件

承認対象品目の返上等 3件 3件 2件 0件 2件

立入調査 43件 42件 32件 32件 16件

２　食品衛生法に基づく登録検査機関の登録・立入検査業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

登録検査機関・検査施設
数

10 11 11 11 11

３　輸出水産食品の認定施設などに対する査察等の業務

（1）対米輸出水産食品の認定加工施設への査察等

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

認定施設数 3 4 3 3 3

（２）対ＥＵ輸出水産食品の認定加工施設への査察等

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

現地査察施設数 2 2 2 2 1

査察回数 4 4 3 2 2

＊1施設が年度途中で認定の取り消しとなったため

（３）対韓国輸出水産食品の衛生証明書発行業務等
　　　平成27年度実績なし

（４）対中国輸出水産食品の衛生証明書発行業務等

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

衛生証明書発行件数 / / 92＊ 327 244

＊平成26年１月１日より発行

４　対米、対香港、対シンガポール及び対カナダ輸出食肉の認定施設等に対する査察等の業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

現地査察施設数 1 1 1 1 1

査察回数 12 12 12 12 14

　食品衛生課では、食品衛生法に基づく総合衛生管理製造過程の承認・立入調査や登録検査機関
の登録・立入検査以外に、輸出水産食品及び食肉の認定施設等への査察、健康増進法に基づく虚
偽誇大広告等の監視指導を主な業務としています。
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

事業計画等に係る認可 2件 2件 2件 2件 2件

役員選任に係る認可 2件 3件 3件 1件 3件

事業計画等に係る変更認
可

2件 2件 2件 1件 2件

業務規程に係る変更認可 2件 0件 2件 1件 1件

６　健康増進法に基づく虚偽誇大広告等の規制に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

自治体からの事例報告の
受理件数

26 22 21 52 22

７　大規模食中毒発生時の関係機関との調整に関する業務
平成２７年度実績なし

８　自由販売証明書の発行業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

衛生証明書発行件数 / / 0＊ 2 10

＊平成25年6月20日より発行

※以下に示す認定は全て同一施設によるもの。
　（１）対シンガポール輸出食肉に係る認定については、平成２１年９月１日付
　（２）対米輸出食肉に係る認定については、平成２３年５月１２日付
　（３）対香港輸出食肉に係る認定については、平成２４年３月２７日付
　（４）対カナダ輸出食肉に係る認定については、平成２６年９月２４日付

５　「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」に基づく指定検査機関の指定及び監査指導業務
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【保険年金課】

１　健康保険組合に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

規約変更認可申請等の認可等 791 710 737 679 734

実地指導監査 11 11 11 11 11

２　全国健康保険協会に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

認可申請書等の認可 ― ― ― 15 22

立入検査等支部 2 2 2 2 2

３　厚生年金基金に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

規約変更等認可 651 804 739 548 569

実地指導監査 11 6 8 1 2

４　国民年金基金に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

規約変更等認可 60 61 66 70 106

実地指導監査 2 2 2 2 2

　健康保険組合の設立・解散・合併等の事務指導、認可申請書等の審査事務、届書の確認事務
等及び健康保険組合の適正な事業運営を確保するために実地指導監査を行っています。

　厚生年金基金の規約変更認可申請書、規約変更届出書等の受理・認可等や健全化法に基づく
厚生年金基金の解散や他制度への移行等にかかる指導及び相談等の業務を行っています。ま
た、解散した厚生年金基金に対する財産目録等の承認申請時の実地監査を行っています。

　全国健康保険協会支部が行う滞納処分等の認可申請書の審査事務等及び適正な事業運営を確
保するために全国健康保険協会支部に対する立入検査等を行っています。

（単位：支部）

（単位：件）

（単位：件）

　国民年金基金の規約変更認可申請書、規約変更届出書の認可・受理等の業務及び国民年金基金の適正
な事業運営を確保するために実地指導監査を行っています。

（単位：件）

業務実績（平成23年度～平成27年度）

業務実績（平成23年度～平成27年度）

業務実績（平成23年度～平成27年度）

業務実績（平成23年度～平成27年度）
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５　確定給付企業年金に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

規約変更承認認可等 1,106 975 1,074 1,105 1,017

（新規承認） (111) (1) (1) (3) (8)

書面監査 24 122 120 120 120

（実地監査） (6) (48) (40) (40) (17)

（　）内は上段の再掲

６　確定拠出年金に関する業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

届出報告等 169 202 200 257 210

（新規承認） (10) (8) (10) (7) (10)

（　）内は上段の再掲

　確定給付企業年金を実施している事業主及び企業年金基金（以下、「事業主等」という。）
に係る規約承認・認可申請書、規約変更承認・認可申請書、規約変更届出書等の受理・承認・
認可等の業務及び基金等の適正な事業運営を確保するため書面または実地等の指導監査業務を
行っています。

　確定拠出年金を実施している事業所にかかる規約承認申請書及び規約変更承認申請書・規約
変更届出書等の受理・承認等の業務を行っています。

（単位：件）

（単位：件）

業務実績（平成23年度～平成27年度）

業務実績（平成23年度～平成27年度）
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【管理課】

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

証明件数 26 23 21 24 23

２　医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明について

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

証明件数 19 19 18 19 16

３　国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の技術的助言・指導監督について

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

技術的助言・指導監督
4県6市町村
2国保連合会

6県9市町
3国保連合会

6県9市町
3国保連合会

6県10市町
3国保連合会

6県9市町
3国保連合会

４　後期高齢者医療制度に係る技術的助言・指導監督について

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

技術的助言・指導監督 4 6 6 6 6

５　社会保険診療報酬支払基金支部の監督について 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

監督
2

（秋田、山形）
2

（岩手、福島）
2

（青森、宮城）
2

（秋田、山形）
2

（岩手、福島）

（単位：支部）

　東北厚生局では、社会保険診療報酬支払基金の東北６県支部の行う業務（高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を
除く。）について、適正かつ効率的な運営を確保することを目的として、監督を行っています。

　東北厚生局では、特定医療法人として、法人税率の軽減の適用を受ける要件とされている厚生労働大臣が財務大臣と協議し
て定める基準を満たすものである旨の証明書の交付事務を行っています。

（単位：広域連合）

１　特定医療法人が、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明について

　東北厚生局では、非課税措置制度の適用を受けるために必要となる要件を満たしている公益法人であることの証明書の交付
を行っています。

　東北厚生局では制度の適切な運営のため、県、後期高齢者医療広域連合及び市町村並びに国民健康保険団体連合会における
後期高齢者医療制度の業務の指導を行っています。

　東北厚生局では、国民健康保険事業が健全に運営されるよう、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業
務（介護保険事業関係業務を除く。）の指導を行っています。
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【医療課】

 特定機能病院に対する立入検査業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

立入検査施設数 6 6 6 6 6

集中立入検査施設数 0 0 0 0 6

　立入検査は、原則として管内の6施設に対して年に1回実施しています。検査にあたって
は、特に①医療安全のための体制の確保等、②院内感染対策の確保等、③食中毒対策の確保
等、④無資格者による医療行為、⑤臨床研修を修了した旨の医籍への登録、⑥診療用放射線
の安全管理対策の徹底、⑦放射線同位元素等による放射線障害防止対策、⑧立入検査の不適
合・指摘事項の是正状況、⑨広告規制違反の確認、⑩重大な医療上の事故事例、院内感染事
例が発生した場合の対応等について確認するなどの指導を実施しました。
 また、平成２７年度は厚生労働大臣の指示に基づく「大学附属病院等の医療安全確保に関
するタスクフォース」により、集中立入検査を実施し、医療安全管理体制の中で、①ガバナ
ンス、②高難度新規医療技術の導入、③インフォームドコンセント、④院内における研修体
制について確認を実施しました。

（単位：病院）
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【調査課】 

 

調査課は、保険医療機関等に関する情報の管理や指導部門における情報公開請求及び訴訟に関す

る業務を統一的に行うため、平成 26 年度に設置されました。 

 

１ 行政文書（指導部門）開示請求業務 

（１）概要 

   国の行政機関が保有する情報の公開（開示）請求手続きを定めた「行政機関の保有する情報

の公開に関する法律」（情報公開法）等に基づき、開示請求（指導部門）に係る文書特定等の

業務を行っています。 

   なお、ホームページ掲載など積極的な情報公開に努めています。 

 

（２）根拠法令 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律 

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

 

（３）開示請求（指導部門）件数 

 

 

 

 

 

２ 訴訟業務 

（１）概要 

   指導部門の行う業務について、提訴された場合に、法務局と連携をとりながら訴訟業務を  

行っています。 

 

（２）根拠法令 

国家賠償法第１条第１項、第２条第１項、行政訴訟法第１条第１項、第３項 

 

（３）訴訟（指導部門）対応件数 

 

 

 

 

※参考（平成 22年度～平成 25 年度） 

 

  平成 26 年度 平成 27 年度 

開示請求件数 554  342  

  平成 26 年度 平成 27 年度 

訴訟対応件数 ０  ０  

  平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

訴訟対応件数 ２  ２  １  
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【福祉指導課】
１　社会福祉法人の設立、定款変更等の認可等

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

定款変更等認可 12件 16件 ７件 19件 29件

現況報告書受理 15件 17件 19件 19件 23件

２　社会福祉法人の指導監査

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

指導監査法人数 １法人 ４法人 ８法人 ５法人 ８法人

３　障害者自立支援指導

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

実地指導 ０県 ０県 １県 ３県 ２県

実地検証 ０市 ０市 １市 ３市 ２市

　　に関する業務は県に権限委譲されました。
　　  なお、障害者自立支援指導に関する業務は健康福祉課が行うこととなりました。

　東北厚生局では、管内に主たる事務所を置く社会福祉法人のうち、２以上の都道府県の区域にわた
る事業を行う法人を所管し、認可及び監督を行います。

　社会福祉法人における適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保を図るこ
とを目的として、東北厚生局所管の社会福祉法人を対象に法人運営、事業運営についての指導監査を
行います。

　障害者自立支援制度の円滑な実施を目的とし、東北厚生局管内の自治体等に対して、県が行う障害
福祉サービス事業者等の指定事務及び指導監査事務等に関する指導助言を行うとともに、県の指導状
況を確認するため市町村において実地検証を行います。

（注）福祉指導課は平成28年3月31日をもって廃止となり、従来所管していた業務のうち社会福祉法人
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【指導・監査実施状況】

青森県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 740 371 536 5 0 0 0 7 746 424 578 6 58 25 53 6 826 497 669 11

集団的個別指導 41 43 43 34 47 46 40 42 45 38 44 45 35 41 47

個別指導 25 18 23 0 21 20 21 0 12 23 23 0 21 24 23 0 24 24 24 0

新規個別指導 12 10 34 5 8 20 17 9 17 15 11 26 22 9 32

監査 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

施設基準等適時調
査

33 0 0 0 44 0 0 0 47 0 0 0 50 0 0 0 45 0 0 0

計 852 443 636 5 105 75 87 7 863 498 663 6 183 104 147 6 952 571 772 11

岩手県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 772 597 580 0 13 14 18 0 827 606 627 75 65 41 64 12 835 637 631 10

集団的個別指導 0 0 0 49 38 40 48 48 45 34 51 45 33 49 45

個別指導 1 0 0 0 14 14 13 0 0 9 10 0 33 26 22 0 28 24 23 0

新規個別指導 1 0 0 3 7 10 10 14 17 19 8 15 12 10 16

監査 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0

施設基準等適時調
査

20 0 0 0 45 0 0 0 41 0 0 0 50 0 0 0 46 0 0 0

計 794 597 582 0 124 73 83 0 926 678 701 75 201 127 146 12 954 721 715 10

宮城県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 1,150 937 1,055 0 50 25 61 97 1,250 1,057 1,170 14 121 90 144 12 1,338 1,130 1,216 18

集団的個別指導 71 82 75 72 55 65 84 86 83 59 85 83 53 85 86

個別指導 8 8 7 0 21 14 30 0 43 35 43 0 39 22 43 0 38 34 44 0

新規個別指導 0 30 12 46 32 72 39 24 54 36 45 10 38 23 58

監査 3 3 2 0 1 2 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0

施設基準等適時調
査

55 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 71 0 0 0 69 0 0 0

計 1,287 1,060 1,151 0 260 128 228 97 1,486 1,206 1,350 14 326 245 280 12 1,536 1,274 1,404 18

秋田県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 597 441 512 12 1 3 20 2 650 472 558 3 49 30 76 5 686 496 571 9

集団的個別指導 33 37 41 26 28 40 32 36 42 41 37 40 24 37 43

個別指導 26 20 21 0 20 19 21 0 26 18 21 0 15 19 20 0 14 19 18 0

新規個別指導 15 10 14 21 5 16 17 10 25 2 10 15 19 6 24

監査 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

施設基準等適時調
査

39 0 1 0 34 0 0 0 39 0 0 0 30 0 0 0 43 0 0 0

計 712 509 589 12 103 56 97 2 764 536 646 3 137 96 151 5 786 558 657 9

山形県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 843 497 513 0 18 11 41 45 724 522 564 3 52 28 89 0 815 537 624 7

集団的個別指導 39 38 39 41 33 39 32 21 21 31 39 43 31 32 44

個別指導 20 21 20 0 22 20 21 0 32 21 21 0 33 21 21 0 33 17 22 0

新規個別指導 7 10 10 17 6 19 17 8 29 14 8 25 14 9 25

監査 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

施設基準等適時調
査

23 0 0 0 34 0 0 0 36 0 0 0 39 0 0 0 45 0 0 0

計 932 567 582 0 132 70 120 45 841 573 635 3 169 96 178 0 939 596 715 7

（単位：件）

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成26年度

平成26年度

平成26年度

平成23年度

平成25年度

【指導監査課・各県事務所】

平成26年度

平成26年度

　指導監査課及び県事務所は、保険医療機関等に対する指導監査等の業務等を行います。
指導監査課は東北厚生局の所在する宮城県を、県事務所は東北厚生局管内の宮城県以外の各県を管轄し
ています。

平成25年度平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度

平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度
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福島県

対象機関 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護 医　科 歯　科 薬　局 訪問看護

集団指導 1,033 847 840 93 23 12 31 7 1,098 940 937 10 81 47 85 12 1,146 953 946 11

集団的個別指導 32 0 67 86 59 56 64 73 65 41 71 66 53 70 62

個別指導 15 7 9 0 29 31 30 0 19 6 34 0 44 33 35 0 43 35 35 0

新規個別指導 0 0 0 11 4 24 21 9 29 16 7 31 14 13 18

監査 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0

施設基準等適時調
査

28 0 0 0 62 0 0 0 64 0 0 0 64 0 0 0 63 0 0 0

計 1,109 854 917 93 212 107 142 7 1,266 1,029 1,065 10 246 160 217 12 1,319 1,072 1,061 11

東北計 5,686 4,030 4,457 110 936 509 757 158 6,146 4,520 5,060 111 1,262 828 1,119 47 6,486 4,792 5,324 66

【保険医療機関等指定状況】

青森県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

15 10 36 27 13 21 22 12 36 30 10 48 24 20 35

指定更新保険医療
機関等数

254 148 125 175 123 112 48 35 42 47 19 47 80 52 57

岩手県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

20 16 34 30 24 28 34 19 29 23 16 27 22 19 31

指定更新保険医療
機関等数

225 156 117 167 136 92 58 28 61 56 33 63 86 53 67

宮城県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

41 33 49 77 43 69 72 46 51 62 38 78 69 33 84

指定更新保険医療
機関等数

359 285 197 259 200 169 103 50 95 99 68 104 152 99 105

秋田県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

28 14 17 21 12 30 18 11 22 10 7 30 19 9 20

指定更新保険医療
機関等数

187 139 116 135 86 90 41 32 39 39 18 44 79 45 57

山形県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

9 10 10 26 12 42 27 17 42 26 13 28 18 13 49

指定更新保険医療
機関等数

222 132 91 148 88 93 84 35 49 43 26 47 65 43 71

福島県

医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局 医科 歯科 薬局

新規指定保険医療
機関等数

21 16 27 38 20 46 31 14 45 31 31 31 39 17 45

指定更新保険医療
機関等数

332 225 191 261 184 151 93 63 68 88 42 74 132 89 111

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成26年度

平成26年度

平成26年度

（単位：件）

　公的医療保険の療養の給付を行うためには、医療機関や薬局は厚生労働大臣の
指定を、医師や薬剤師は厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。

平成26年度

平成26年度

平成26年度

平成26年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成23年度

平成25年度平成24年度平成23年度

平成24年度 平成25年度

平成23年度 平成24年度 平成25年度
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【社会保険審査官】

健康保険法

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

相談対応件数 56 40 63 136 66

審査請求件数 36(3) 36(3) 42(0) 37(9) 36(3) 

決定件数 33 36 33 34 31

（　　）内は、前年度からの繰越件数分再掲

厚生年金保険法

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

相談対応件数 254 108 87 155 128

審査請求件数 267(47) 277(28) 291(57) 260(86) 266(37) 

決定件数 239 220 205 223 225

（　　）内は、前年度からの繰越件数分再掲

船員保険法

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

相談対応件数 0 0 0 0 0

審査請求件数 0 0 0 0 0

決定件数 0 0 0 0 0

国民年金法

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

相談対応件数 257 109 114 159 141

審査請求件数 383(42) 235(20) 234(41) 355(45) 251(49) 

決定件数 363 194 189 306 228

（　　）内は、前年度からの繰越件数分再掲

　社会保険審査官は、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等に基づき、厚生労働大臣、日本年金機構、
全国健康保険協会等が行った被保険者の資格、標準報酬又は年金・保険給付等の処分に対する審査請求に関す
る事務を行っています。

0

100

200

300

400

500

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

審査請求件数の推移

健康保険法 厚生年金保険法 船員保険法 国民年金法

単位：件
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【麻薬取締部】

１　行政指導・監督

　・許認可業務

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

免許関係 25 25 15 18 39

許可関係 509 412 313 464 553

２　予防教育・啓発

　・講師派遣実績

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

講師派遣人数 5 12 10 16 21

対象者 350 1,580 1,150 2,400 1,750

３　中毒者対策

　・相談電話

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

相談件数 33 41 28 49 66

４　不正大麻・けし対策

　・　けし、大麻抜去数

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

けし 1万6千 4万2千 5万2千 2万5千 3万

大麻 11万7千 50万 34万3千 22万9千 44万

（単位：株）

　麻薬取締部は、規制薬物に関する免許又は許可の申請を受け付け、調査し、審査し、免許
証、許可書等を発行する許認可事務、その他許認可に係る報告、届出、集計事務を行ってい
ます。

　地域薬物乱用防止指導員研修会や県立高等学校等へ現役麻薬取締官を派遣し、講演会を実施
するなど、草の根的な予防教育を通じて、「断る勇気」の育成、「薬物乱用は、ダメ。ゼッタ
イ。」の精神の普及推進をしています。

　昭和61年10月１日から「麻薬・覚せい剤相談電話」を設置し、取締とは異なった見地から保
健衛生上の危害を防止すべく、薬物乱用者自身やその家族、知人など問題に悩む人々に広く相
談の機会を設け、必要な助言を行っています。

　麻薬取締部では、不正栽培事案について厳格な取締を行う一方、違法な大麻・けしを地域環
境内から排除すべく、どれが合法かどれが違法かについて広報に努めると共に、管内各県職員
や保健所の職員らと協力し、自生大麻、自生けしの抜去を行っています。

（単位：件）

（単位：名）

（単位：件）
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